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向暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

本年４月１９日に開催されました平成２９年度東京都行政書士会大田支部定時総会及び
東京行政書士政治連盟大田支部定時大会におきまして、支部長として再任され４期目を務
めさせていただくことになりました。

３期６年の間におきましては、大田区役所１階ロビー内に名称板の設置をはじめとして
区民と行政とのパイプ役として暴排条例制定の懇請など、地元議員の方々のご指導、ご鞭
撻のもと実現することができました。

お陰様で、区民の方への行政書士としての認知度を、これまでよりも多少なりとも上げ
ることができたものと自負しております。

これからの２年間は、地元金融機関などを通じまして、大田区内に多くあります中小零
細企業の発展はもちろんのこと、事業承継などに寄与することができますよう、後進の育
成と併せて尽力していきたいと思います。

そのためにも大田区関係部署をはじめとして各界議員の方々に置かれましては変わりま
せぬご指導、ご鞭撻を賜り、合わせて支部会員におきましては研修の充実を計って参りた
い所存です。

皆様のご健勝と益々のご発展をお祈り申し上げ、支部長再任のご挨拶とさせていただき
ます。
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１　開催日時：平成２９年４月１９日（水曜日）午後５時００分
２　開催場所：プラザ・アペア「リモナ」の間
３　議事の経過の要領及びその結果
定刻、理事　菖蒲悠太の司会進行により、支部長　川邉佳夫の開会の挨拶が行われた。その後、東京都行政書士会会長　常住豊氏の代

理として副会長　河野基史氏よりご挨拶の予定であったが、公務多忙の為、本総会後の懇親会から出席する旨及びご挨拶は懇親会の際に
頂く旨の説明が司会者よりあった。

次いで、司会者が総会議長の選任方法について議場に諮ったところ、議場から司会者一任との声があり、出席者全員賛成したので、司会
者が議長に理事　湯原玲奈を指名したところ、出席者全員異議なくこれを承諾した。

議長の湯原玲奈は、直ちに議長席に着き、本総会の出席状況について以下の通り報告した。

大田支部会員総数１８０名（平成２９年４月１日現在）
出席会員数　　　１１１名（うち委任状提出会員数７２名）

以上の結果、議長は当支部細則第１６条第３項により、本総会の決議に必要な定足数を満たしており、本総会は有効に成立した旨を述べた。
次いで、議長から当支部細則第２０条により出席者から議事録署名人を２名選任する必要がある旨の説明があり、議長が議事録署名人の選
任方法について議場に諮ったところ、議場から議長一任との声があり、議長は議事録署名人に渡邊彩及び櫻井英男を指名したところ、出席
者全員異議なくこれを承諾した。なお、議事録署名人に選任された２名は就任について即時にこれを承諾した。

議長は、質疑応答に関する説明の後、決議方法について、当支部細則第２２条により出席者の過半数の賛成により議案が可決すること及
び可否同数の場合は議長が決することを確認した上で、議案の審議に入った。

第１号議案　平成２８年度事業報告
第２号議案　平成２８年度収支決算報告並びに監査報告
議長は、第１号議案及び第２号議案について一括審議する旨を議場に諮ったところ異議なくこれを上程した。
支部長　川邉佳夫が平成２８年度事業報告について説明をし、副支部長（会計担当）西坂洋平が平成２８年度決算報告をし、収入並び

に支出の明細を説明した後、監事　石田るみは会計帳簿及び証憑書類に基づいて決算報告書を綿密に監査したところ、収入及び支出のいず
れも適正かつ正確に処理されていること認める旨の報告をした。

議長が以上の報告について議場に質問を求めたところ、小池雅之会員から、第２号議案の収支報告書における「渉外費」の具体的な内
容について説明を求める発言があり、会計担当副支部長　西坂洋平より主に他支部との交流会合での参加費である旨の回答があった。

次いで、藤嶋英二郎会員から、第１号議案の事業報告の中で述べられた「大田ソーシャルビジネス支援ネットワーク」について具体的な
説明を求める発言があった。これに対し、支部長川邉佳夫より、日本政策金融公庫大森支店が発起役となって構成される地域のネットワー
クであり、地域社会の課題をビジネスの手法で解決しようとする社会的企業や NPO 法人等の抱える経営上の課題や悩みを、当支部を含む
地域の協賛機関で支援しようとするものであること、その中で、当支部は起業や会社設立、許認可、事業承継に係る手続きや相談業務など
を担うことなど詳細な説明があった。

議長が、その他の質問を求めたところ、それ以上は無かったため決議に移った。
第１号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決した。続いて第２号議案について、その可否を議場に諮っ

たところ賛成多数により承認可決した。
第３号議案　平成２９年度事業計画（案）
第４号議案　平成２９年度収支予算（案）
議長は、第３号議案及び第４号議案について一括審議する旨を議場に諮ったところ異議なくこれを上程した。
支部長　川邉佳夫が平成２９年度事業計画（案）について説明をし、副支部長（会計担当）西坂洋平が平成２９年度収支予算（案）に

ついて説明した。
議長が以上の報告について議場に質問を求めたところ、無かったため決議に移った。
第３号議案について、その可否を議場に諮ったところ賛成多数により承認可決した。続いて第４号議案について、その可否を議場に諮っ

たところ賛成多数により承認可決した。
第５号議案　支部長選任の件
議長は、事前の役員会において、現支部長　川邉佳夫が新支部長に推挙されている旨を述べ、続けて、当支部細則第１０条及び当支部

役員選任準則第３条に基づき、支部長選任の趣旨説明を選挙管理委員会委員長　坂本　弘に求めた。
これを受けて、選挙管理委員会委員長　坂本　弘より趣旨説明が行われ、選挙管理委員会の組織、委員長の選任、支部長選挙の告示が

適正に行われたこと、また、所定の期間内に新支部長の立候補の届出が無かったため、当支部細則第１０条第１項但し書きにより役員会の
推挙を得た川邉佳夫の選任について本総会において審議する運びとなったこと等が述べられた。

議長が本件の可否を議場に諮ったところ、挙手多数により一同異議なく承認可決した。
第６号議案　支部役員改選の件
議長は、支部役員の改選については、当支部細則第１１条により新支部長に趣旨説明及び新役員の指名を求め、これを本総会で審議した

平成２９年度東京都行政書士会大田支部定時総会議事録
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監　査　報　告
　平成２８年度東京都行政書士会大田支部の会計決算報告について、私達監事らは支部細則第１３条第５項
に基づき、平成２８年度における収支並びに財産の状況を監査し、証憑その他の書類及び決算報告書は適正
かつ正確であることを認め、ここに報告いたします。

平成２９年４月３日
　　　　東京都行政書士会大田支部

　　　　　　監　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事

い旨を述べ議場に諮ったところ、異議がなくこれを上程した。
これを受けて、新支部長　川邉佳夫は、以下の者を当支部の新たな役員として指名した。
　　　　副支部長（会計担当）西坂洋平　　　 　副支部長　　　　南　秀明
　　　　副支部長　　　　　　坂本　弘　　　　副支部長　　　　堀江寛寿
　　　　理事　　　　　　　　大松香織　　　　理事　　　　　　湯原玲奈
　　　　理事　　　　　　　　佐藤祐一　　　　理事　　　　　　福原健太
　　　　理事　　　　　　　　窪田信男　　　　理事　　　　　　滑川知也
　　　　理事　　　　　　　　和久田貴之　　　理事　　　　　　菖蒲悠太
　　　　理事　　　　　　　　根嵜知恵子
　　　　監事　　　　　　　　榎本行雄　　　　監事　　　　　　石田るみ
　　　　以上
議長が、その可否を議場に諮ったところ、挙手多数により一同異議なく承認可決した。
第７号議案　東京都行政書士会定時総会代議員選出の件
議長が、東京都行政書士会定時総会に出席する代議員の選出については、東京都行政書士会会則第３４条第１項に基づき、４月１日現

在の個人会員数を基準にその１０名に１名の割合で支部総会において選出すること等を説明し、当支部から１８名の選出を行う旨を述べた。
次に、その選出方法について議場に諮ったところ、議場から支部長一任との声があったので、議長は新支部長　川邉佳夫に代議員選出の趣
旨説明を求めた。

これを受けて、新支部長　川邉佳夫は趣旨説明を行った後、下記１８名の代議員候補者氏名を読み上げた。
代議員　川邉佳夫、坂本　弘、堀江寛寿、南　秀明、西坂洋平、大松香織、湯原玲奈、佐藤祐一、福原健太、窪田信男、滑川知也、和久田貴之、
　　　　菖蒲悠太、根嵜知恵子、榎本行雄、石田るみ、榊原三根、川口富弘
　　　　以上
議長は代議員の中から欠員等が生じた場合の補充は新支部長に一任することも含めて、その可否を議場に諮ったところ、挙手多数により

一同異議なく承認可決した。

議長は、以上をもって本総会のすべての議事が終了したので、午後５時３２分閉会を宣し、散会した。

以上の通り平成２９年度東京都行政書士会大田支部定時総会を開催したので、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに署名
押印する。

平成２９年４月１９日

　　　　平成２９年度　東京都行政書士会大田支部　定時総会

議　　　　長

議事録署名人

議事録署名人
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平成２９年１月１８日（水）午後６時３０分より、西蒲田
のプラザ・アペア「ヴェレナ」の間におきまして、「大田支
部新年賀詞交歓会」が開催されました。

なお、当日は、松原忠義大田区長は他の公務との関係に
より代理の方の出席となりました。

湯原玲奈先生及び和久田貴之先生の司会で始まりまし
た会は、川邉支部長からの挨拶の後、松原忠義区長の代理
で出席されました須藤常好様、衆議院議員石原宏高様、大
田区議会議長大森昭彦様、東京会の常住豊会長の代理で
出席されました柴野和夫副会長からご挨拶を頂き、戸嶋保
治先生の音頭により乾杯をした後、しばし酒肴を楽しみながら歓談に移りました。その後、戸嶋保治先生が長寿者（米寿）
として披露され、ご来賓としてお越し頂きました大田区に関連する国会議員、都議会議員及び区議会議員の先生方からご
挨拶を頂きました。

最後に、出席している今年度の大田支部新入会員を紹介し、各々からの挨拶の後、堀江寛寿先生による中締めと司会者
和久田貴之先生による閉会の辞をもって、有意義でありました新年賀詞交歓会も散会となりました。

なお、新年賀詞交歓会の出席者の内訳は、大田支部会員３４名、ご来賓は松原忠義区長代理の須藤常好様、東京会常
住豊会長代理柴野和夫副会長、日本政策金融公庫大森支店杉村孝一様に加え、議員の先生方２９名の合計６７名でした。

平成２９年２月１６日（木）品川区立総合区民会館『きゅりあん』
５階「第２講習室」にて、大田支部・品川支部暴力団等排除対策委
員会合同研修会が開催されました。大田区管内の４警察署（蒲田、
大森、池上、田園調布）より９名、品川区管内の４警察署（品川、大井、
荏原、大崎）より８名のご参加をいただき、東京都行政書士会　常
住豊会長、東京都行政書士会暴力団等排除対策委員会　梶原義弘
副委員長、大田・品川両支部会員３９名を含め、計５８名の研修会
となりました。

まず、大田支部川邉佳夫支部長の挨拶に続き、常住会長より暴力団等排除対策研修会の必要性など、梶原副委員長か
らは各会員への本会暴排講習への参加呼びかけをお願いしたいとのお話がありました。荏原警察署から刑事組織犯罪対策
課課長代理富田宏様と同じく暴力団対策係係長吉田浩一様、田園調布警察署からは刑事組織犯罪対策課課長代理平尾治
彦様より、それぞれ最近の暴力団の情勢、暴力団排除等の状況について、お話しいただきました。

また、昨今、摘発が増加傾向にある外国人の偽装結婚問題や暴力団等に介入された場合の具体的な対処方法など、大
変ためになるお話もいただきました。その後、警視庁が企画制作した暴力団等排除啓発 DVD を鑑賞し、契約等に際し「表
明確約書」「暴排条項」の重要性を再認識しました。

最後に、武田敬子代表委員による暴力団排除宣言を行い、品川支部金子琢哉支部長の謝辞により閉会しました。研修終
了後の懇親会場には、多数の方にご参加いただきました。立食形式だったため、来賓の皆様や会員同士の意見交流などス
ムーズに行え、大変充実した研修会となりました。

ご来賓の議員の方々（敬称略・順不同）
衆議院議員： 平　将明・石原宏高・松原　仁
都議会議員： 鈴木晶雅・神林　茂・鈴木章浩・藤井　一・遠藤　守
区議会議員：  田中一吉・松原秀典・高瀬三徳・大森昭彦・松原茂登樹・深川幹祐・渡司　幸・松本洋之・

岡元由美・勝亦　聡・広川恵美子・玉川英俊・田村英樹・大橋武司・小峰由枝・椿　慎一・
田島和雄・末安広明・山崎勝広・岡　高志・松原　元

平成２９年新年賀詞交歓会　開催報告

大田支部・品川支部暴力団等排除対策委員会合同研修会　開催報告
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平成２９年２月２３日（木）に、大田区内の小学校にて法教育授業を実施しました。大田支部会員の参加者は 10 名で、
メインの講師は菖蒲悠太会員が務め、サブの講師を根崎知恵子会員が務めました。

対象は小学校５年生の２クラスです。授業のテーマは「身近にある法律と契約について学ぶ」ということで、はじめは
児童たちも難しそうな内容でやや困惑していました。授業では、「法律」や「契約」などのキーワードが書かれたボードを
黒板に貼ったり、書店で漫画を買っているところの写真やノートパソコンの箱などを児童たちに見せたりして、視覚に訴
えかける授業を展開しました。そのことで、多少なりとも興味や関心を持ってくれて、徐々に発言の頻度も多くなり、授
業開始時よりも教室全体が盛り上がってきました。

その後、身近な法律と契約にまつわる事例を３つ紹介し、それぞれ児童たちに考えてもらう時間を作りました。その後、
積極的に意見を述べてもらい、「なぜそのように考えたのか」という理由まで、しっかり発言してもらうように工夫しました。
３つの事例のうち、最後に取り上げたオンラインゲームの事例が児童たちは一番悩んでいたようで、今後、実際に起こり
うる事例だっただけに、記憶にも鮮明に残ったのではないかと思います。

また、毎年恒例の「民法の条文」の資料も配布したところ、やや難しかったようですが、中には民法の条文を根拠にし
て発言をしてくれた児童もいて、講師一同声をあげて感心する場面もありました。２クラスでの授業の後は、ちょうど給
食の時間だったため、教室で児童たちと一緒に給食をご馳走になりました。

２月２３日の法教育実施をもって、今年度の法教育活動は終了しました。大田支部では、来年度以降も大田区内の学校
で法教育を実施していく予定です。

平成２８年度事業の最後を飾る第３回大田支部研修会は、平成 29 年 3
月 8日（水）、大田区産業プラザ（Pio）にて、講師３名による３つのテー
マという形式で取り行われました。当日は、他支部からの参加者を含め
３２名の方にご参加いただきました。

第１部の講師をご担当いただいた生島清身先生は、大田支部に所属す
る行政書士でありながら、上方落語協会主宰の落語教室に通い社会人落
語家でもあるという異色の経歴の持ち主です。その経歴を生かし、今回
は、相続をテーマにした創作落語をご披露いただきました。ごく普通の
一家に起こった、ありふれた遺産分割の話かと思いきや、主人公が現世
と天国とを行き来するという独創的なもので、随所に可笑みがありなが

ら、最後は家族への感謝の言葉が印象的な、味わい深い内容でした。落語を聞きながら、自然に相続や遺言書作成の基礎
知識が理解できるという、よく練られた内容に参加者も感心していました。

第２部は、同じく大田支部の行政書士である佐藤祐一先生による相続業務に関する講義が行われました。佐藤先生は司
法書士の資格もお持ちで、両方の資格を生かして多くの相続案件を受任される実務派の先生です。今回の研修では、行政
書士の視点で、相続手続きを基礎から丁寧に解説いただき、配布されたレジュメと資料を読み進めれば行政書士としての
相続業務の概要が、一通り理解できるようになっていました。基礎から、とは言いながら、戸籍制度の変遷に伴う注意点や、
各種証明書類が取得できない場合の取り扱いといった、実際の経験がないと話せない内容が満載で、中級レベル以上の方
にも十分ためになる講義でした。

第３部は、日本政策金融公庫大森支店・国民生活事業融資第二課長の杉村孝一様による講義でした。杉村様は、当支
部の平成２７年度研修会においても講師をお務めいただいた経緯があり、今回も時間の限られた中、行政書士業務に関連
付けた融資業務について丁寧にお話しいただきました。前回同様、まず公庫の組織について解説いただきましたが、単な
る前置きでなく、政策金融という特殊な業務を理解するうえでとても有益なお話でした。その後、パンフレットを用いな
がら、ソーシャルビジネスに関する融資制度の解説が行われました。ソーシャルビジネスは、日本ではまだ未成熟ですが、
今後大きく発展の見込まれる分野の１つです。その発展のカギの一つが資金繰り、金融機関との付き合い方であり、普段

平成 28年度　第 2回法教育授業　実施報告

平成 28年度　大田支部第３回研修会　開催報告
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★暑い夏がやってきました。今年は例年よりさらに暑くなるとのこと。体調管理を万全にしてこの夏を乗り切りましょう。（堀江）
★いよいよ子供たちの夏休みが近づいてきました。楽しみな反面、仕事とどう両立しようかと今から頭が痛いです。（藤井）
★ビールの美味しい季節がやってまいりました。今年も暑くなりそうですが、元気に乗り切りたいと思います。（湯原）

平素より支部運営にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。平成２９年度も３か月あまりが経過しました。
支部会費（月額４００円、年額４,８００円）は、当年度１年分を全納すると支部細則に規定されています。つきましては、
同封の振込用紙にてご納付くださいますようお願いいたします。支部運営は、会員各位の会費により成り立っています。
会員相互の公平性の確保および円滑な支部運営のため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。なお、平成２９年度定
時総会にご出席いただいた皆様からは、当日現金にてご納付いただいておりますので、お振り込みいただく必要はござい
ません。

追伸 1 ：  過年度（平成２８年度以前）の支部会費を未納の方は、「過年度分の未納支部会費」を「平成２９年度の支部会費」
と合算して至急納入くださいますようお願いいたします。

追伸２：長期滞納会員に対しては、法的措置も検討いたしますのでご承知おきください。
（会計担当　西坂）

支部会費納入のお願い

【支部会員の異動状況】
（平成28月10月1日～平成29年3月31日）

登録会員数：個人会員180名　法人会員：4法人(平成29年3月31日現在）
（敬称略）

事　由 氏　　　名 異動年月日 郵便番号 事　務　所　所　在　地 
事　務　所　名

電話番号 
FAX 番号

入　会

佐藤　信吾 平成 28 年 10 月 2 日 144-0052 大田区蒲田 5-49-9　第 27 シンエイビル 201　　　　　　  
圓行政書士事務所

03-6428-6510
03-6428-6510

サンガ行政書士法人 平成 28 年 10 月 3 日 145-8566 大田区南雪谷 2-20-3
社員：木村育重　齊藤司享

03-3727-6111
03-3720-3207

音田　崇幸 平成 28 年 12 月 1 日 143-0027 大田区中馬込 1-1-17-103
音田崇幸行政書士事務所

03-3776-5561
03-3776-5563

行政書士法人
藤田のりひこ事務所 平成 29 年 1 月 24 日 143-0016 大田区大森北 1-23-8　第 3 下川ビル 403

社員：藤田憲彦　田中秀穗
03-6404-9570
03-6404-9580

松橋　雄一 平成 29 年 2 月 15 日 144-0053 大田区蒲田本町 2-8-17
行政書士法人まつはし事務所 090-8512-3889

荒井　圭吾 平成 29 年 3 月 15 日 144-0052 大田区蒲田 5-36-2　相互蒲田ビル 4F
行政書士法人榊原・箭内事務所

03-3739-1916
03-3739-1996

移　転
大房　明良 平成 28 年 10 月 14 日 144-0052 大田区蒲田 5-25-2　橋本コーポ 305 ―

稲田　紫津子 平成 29 年 1 月 31 日 144-0046 大田区東六郷 2-19-2-406 ―

転　出
夏目　哲弘 平成 28 年 10 月 14 日 ― 港支部へ転出 ―

齊藤　隆夫 平成 29 年 3 月 1 日 ― 神奈川会へ転出 ―

廃　業
荒井　真希子 平成 28 年 10 月 3 日 ― （廃　業） ―

古市　展宏 平成 29 年 1 月 31 日 ― （廃　業）

から福祉系の許認可や地域活動に接することの多い我々行政書士にとって顧客サービス向上の大きな手掛かりとなり得る
講義でした。

各講師とも、それぞれに特長があり、なおかつ限られた時間の中でも非常に充実した講義内容でした。本年度の最後を
締めくくるのに相応しい研修会ではなかったかと思われます。


